
 阿賀野市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年２月２８日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸 

 

阿賀野市規則第７号 

   阿賀野市財務規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市財務規則（平成１６年阿賀野市規則第５５号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、財務会計システム（財務会計事務を電子計算処理組織によって処理するシ

ステム。以下同じ。）による電子決裁の場合は、電子的な承認をもって印鑑の押印に代

えるものとする。 

 第１３７条第１項ただし書中「付すること」の次に「又は財務会計システムによる電

子的な承認」を加える。 

 第３１号様式から第３３号様式の３までを次のように改める。 
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 第３６号様式の１及び第３６号様式の２を次のように改める。  

 

 



 

 



 第３８号様式を次のように改める。  

 

 



 第４３号様式の１から第４３号様式の２－２までを次のように改める。  

 

 



 

 

 



 

 



 第５１号様式の１から第５１号様式の２－２までを次のように改める。  

 

 



 

 



 

 



 第５４号様式の２を次のように改める。  

 

 



 第１００号様式を次のように改める。 

 

   附則 

 この規則は、令和７年３月３日から施行する。 

 

 


